
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 飲料販売用の販売操作部と、保守用の保守操作部とを 備えた飲料ディスペンサに
おいて、販売可、操作可、および販売不可のうちのいずれかのモードにあらかじめ設定す
るモード設定手段を備え、販売操作部が操作された場合モード設定手段の設定が販売可ま
たは操作可のいずれかのときだけ飲料販売を行い、保守操作部が操作された場合モード設
定手段の設定が操作可のときだけ保守動作を行うことを特徴とする飲料ディスペンサ。
【請求項２】
　飲料販売用の販売操作部と、保守用の保守操作部とを 備えた飲料ディスペンサに
おいて、販売可および操作可のうちのいずれかのモードにあらかじめ設定するモード設定
手段を備え、販売操作部が操作されたときは飲料販売を行い、保守操作部が操作された場
合モード設定手段の設定が操作可のときだけ保守動作を行うことを特徴とする飲料ディス
ペンサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、飲料販売ボタンなどの販売操作部と、メンテナンス用の保守操作部とを備え
た飲料ディスペンサに関する。
【０００２】
【従来の技術】
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飲料ディスペンサは、ユーザが飲料の種類や分量などを選択するための飲料販売ボタンと
、サービスマンが装置を保守するときに操作するためのメンテナンス用の操作部とを備え
ている。
一方、ディスペンサは、装置の動作モードを切り換える切換スイッチなどのモード設定手
段を備えているが、この設定手段は、通常の飲料の販売だけができる販売可モードと、販
売動作も保守動作も停止させる販売不可モードとの切り換えしかできない。これは、保守
時にも飲料のテスト販売をすることがあるので、飲料の販売可モード時に保守操作もでき
るようにしておくと便利なためである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の飲料ディスペンサには次の問題がある。
上述のように、飲料販売時にも保守操作ができるようになっているので、たとえばユーザ
が誤ってメンテナンス用の操作部の設定ボタンなどを押すと、設定データを壊し装置の状
態を不用意に変えてしまうおそれがあった。
【０００４】
そこで、飲料販売モード時にはメンテナンス操作を許可しないようにすれば上記の不都合
はなくなるが、保守時の飲料のテスト販売も考慮しておく必要がでてくる。
この発明の課題は、通常の飲料販売時にはメンテナンス操作部の操作を無効とすることで
ある。
【０００６】

　 明 による飲料ディスペンサは、飲料販売用の販売操作部と、保守用の保守操作部と
を 備えた飲料ディスペンサにおいて、販売可、操作可、および販売不可のうちのい
ずれかのモードにあらかじめ設定するモード設定手段を備え、販売操作部が操作された場
合モード設定手段の設定が販売可または操作可のいずれかのときだけ飲料販売を行い、保
守操作部が操作された場合モード設定手段の設定が操作可のときだけ保守動作を行うよう
にする。
【０００７】
これにより、飲料販売はモード設定手段の設定が販売不可以外のときには行われ、しかも
、販売可モード時に保守操作部が操作されても、モード設定手段の設定が操作可ではない
ので保守動作は行われない。さらに、モード設定手段の設定が操作可のときは、保守操作
部の操作によってメンテナンス操作ができるとともに、販売操作部の操作により飲料販売
ができる。したがって、通常の飲料販売時にはメンテナンス操作部の操作は無効となると
ともに、メンテナンス時にもテスト用などのための飲料販売が行われる。
【０００９】
　 明 による飲料ディスペンサは、飲料販売用の販売操作部と、保守用の保守操作部と
を 備えた飲料ディスペンサにおいて、販売可および操作可のうちのいずれかのモー
ドにあらかじめ設定するモード設定手段を備え、販売操作部が操作されたときは飲料販売
を行い、保守操作部が操作された場合モード設定手段の設定が操作可のときだけ保守動作
を行うようにする。
【００１０】
　これによ 、

メンテナンス操作
時にも飲料販売が行われ
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は、この発明の一実施の形態を示す構成ブロック図である。
１は装置全体を制御するＣＰＵ、２はＣＰＵ１の制御プログラムを格納するＲＯＭ、３は
各種の設定データを記憶するＲＡＭ、５はモード切換スイッチでＩ／Ｏ４を介してＣＰＵ
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【課題を解決するための手段】
発 １
近傍に

発 ２
近傍に

り 販売操作部が操作されたときは飲料販売を行い、保守操作部が操作された
場合モード設定手段の設定が操作可のときは保守動作だけが行なわれる。したがって、通
常の飲料販売時にはメンテナンス操作部の操作は無効になる。さらに、

る。



１に接続されている。このモード切換スイッチ５は後記するように、販売不可，販売可，
操作可の３モードの切り換えできるようになっている。
【００１２】
図２は、この発明によるディスペンサの操作部の概略を示す図である。
６はメンテナンス時に操作するメンテナンス操作部で、たとえば「洗浄」ボタンを押すと
装置内のタンクなどの洗浄動作を行わせることができる。
５は操作できる範囲を切り換えるためのモード切換スイッチで、次の３モードのうちの一
つを選択できる。すなわち、飲料販売もメンテナンス操作も不可とする販売不可モード，
通常の飲料販売だけを可能とする販売可モード，あるいはメンテナンス操作を可能とする
操作可モードである。
【００１３】
７は通常の飲料の販売だけができる通常販売操作部で、たとえば「商品名Ａ」と記載され
たボタンを押すとその飲料が販売され、このとき「大」あるいは「小」のボタンを押せば
飲料容器のサイズを選ぶことができる。
なお、図示していないが、上記のメンテナンス操作部６および通常販売操作部７にあるス
イッチ類もＩ／Ｏ４を介してＣＰＵ１に接続されている。
【００１４】
図３は、発明の要部動作を示すフローチャートである。図１，２を参照しながら、上述の
モード切換スイッチ５が上記各モードに設定された場合についてそれぞれ動作を説明する
。なお、以下では、モード切換スイッチ５をモードＳＷと略記する。
（１）モードＳＷの設定が「販売可」のとき
まず、通常の飲料の販売ができる通常販売操作部７（図２）の販売スイッチが押された（
オン）かどうかを、ＣＰＵ１が判断する（ステップＳ１）。押されたときは（分岐Ｙ）、
モードＳＷの設定が「販売可」かどうかを判断する（ステップＳ２）。いまは「販売可」
に設定されているから（分岐Ｙ）、飲料販売が行われ（ステップＳ３）、終了する。
【００１５】
先のステップＳ１で、ユーザが通常販売操作部７の販売スイッチを押さないで（分岐Ｎ）
、誤ってメンテナンス操作部６のスイッチを押したときは（ステップＳ４，分岐Ｙ）、モ
ードＳＷの設定が「操作可」かどうかを判断する（ステップＳ５）。いまは「販売可」に
設定されている、つまり「操作可」の設定ではないから（分岐Ｎ）、そのまま終了する。
【００１６】
なお、ステップＳ４で操作部６のスイッチが押されていないときも（分岐Ｎ）そのまま終
了する。
以上の動作により、モードＳＷの設定が「販売可」のときは、ユーザが誤ってメンテナン
ス操作部６のスイッチを操作しても、メンテナンスの動作は行われない。
（２）モードＳＷの設定が「操作可」のとき
まず、通常販売操作部７の販売スイッチが押された（オン）かどうかを判断し（ステップ
Ｓ１）、押されていないときは（分岐Ｎ）、メンテナンス操作部６のスイッチが押された
（オン）かどうかを判断する（ステップＳ４）。メンテナンスのために押されたときは（
分岐Ｙ）、次にモードＳＷの設定が「操作可」かどうかを判断する（ステップＳ５）。い
まは「操作可」に設定されているので（分岐Ｙ）、メンテナンス操作が行われ（ステップ
Ｓ６）、終了する。
【００１７】
なお、ステップＳ４でメンテナンス操作部６のスイッチが押されていないときは（分岐Ｎ
）そのまま終了する。
先のステップＳ１で、通常販売操作部７の販売スイッチが押されたときは（分岐Ｙ）、モ
ードの設定が「販売可」かどうかを判断する（ステップＳ２）。いまは「操作可」に設定
されている、つまり「販売可」の設定ではないので（分岐Ｎ）、ステップＳ７へ進み、さ
らにモードＳＷの設定が「操作可」かどうかを判断する。いまは「操作可」に設定されて
いるので（分岐Ｙ）、飲料販売が行われ（ステップＳ３）、終了する。
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【００１８】
以上の動作により、モードＳＷの設定が「操作可」のときは、メンテナンス操作とともに
、たとえば飲料のテスト販売もできる。
（３）モードＳＷの設定が「販売不可」のとき
まず、通常販売操作部７の販売スイッチが押された（オン）かどうかを判断し（ステップ
Ｓ１）、押されたときは（分岐Ｙ）、モードＳＷの設定が「販売可」かどうかを判断する
（ステップＳ２）。いまは「販売不可」に設定されているので（分岐Ｎ）、ステップＳ７
へ進み、さらにモードＳＷの設定が「操作可」かどうかを判断する。いまは「販売不可」
に設定されている、つまり「操作可」ではないので（分岐Ｎ）そのまま終了する。
【００１９】
先のステップＳ１で、通常販売操作部７の販売スイッチが押されないで（分岐Ｎ）メンテ
ナンス操作部６のスイッチが押されると（ステップＳ４，分岐Ｙ）、ステップＳ５へ進み
、さらにモードＳＷの設定が「操作可」かどうかが判断されるが、いまは「販売不可」の
設定なので（分岐Ｎ）そのまま終了する。
また、先のステップＳ４で、メンテナンス操作部６のスイッチが押されないときも（分岐
Ｎ）そのまま終了する。
【００２０】
以上の動作により、モードＳＷの設定が「販売不可」のときは、販売動作およびメンテナ
ンス操作のいずれも行われない。
以上（１）～（３）の動作によって、飲料販売モード時（モードＳＷの設定「販売可」）
に、誤ってメンテナンス操作部のスイッチが押されてもその操作は無効となる。また、メ
ンテナンスモード時（モードＳＷの設定「操作可」）にはメンテナンス操作とともにテス
ト販売などの飲料販売ができる。
【００２１】
なお、上述のステップＳ７を削除し、ステップＳ２の判定条件でモードＳＷが「販売可」
でないときはそのまま終了するようにしても、飲料販売モード時にメンテナンス操作は作
動しない。ただし、この場合はメンテナンス操作時にテスト用などの飲料販売はできない
。
また、モードＳＷによる設定を、「販売可」と「操作可」の２種類としても同様の動作と
なる。なお、この場合、メンテナンス時にも飲料販売できるようにするときには、ステッ
プＳ２とステップＳ７を削除し販売スイッチがオンなら飲料販売を行うようにしてもいい
。
【００２２】
【発明の効果】
この発明によれば、飲料販売とメンテナンス操作用の状態をモード切換手段で設定できる
ようにし、この切換手段の設定がメンテナンス用に操作可とした場合だけ、メンテナンス
操作部のスイッチの操作を有効とする。
したがって、飲料販売モード時には、メンテナンス操作部が操作されても保守動作は行わ
れないようにでき、通常の飲料販売時に誤ってメンテナンス操作部の操作をしても、その
操作が無効となるので、通常の飲料販売可能状態での誤操作による設定データの破壊など
を防止できる。
【００２３】
　また、メンテナンス操作可能の場合だけ飲料販売可能とすることにより、通常の飲料販
売時にはメンテナンス操作部の操作は無効となるとともに、メンテナンス時にはテスト用
などの飲料販売を行うようにでき
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施の形態を示す構成ブロック図
【図２】ディスペンサの操作部の概略を示す図
【図３】図１の発明に基づく動作を示すフローチャート
【符号の説明】
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１…ＣＰＵ、２…ＲＯＭ、３…ＲＡＭ、４…Ｉ／Ｏ、５…モード切換スイッチ、６…メン
テナンス操作部、７…通常販売操作部。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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